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－ヨ－・
パンドラの箱を開けて良いのか？

一一自衛隊と憲法9条の改廃問題に関する私見一一

前説として

萩原金美
（本学名誉教授）

本稿はほぼ 10年前に書いたものである。その内容の重要部分は拙著 『検証・ 司法制度改革E裁

判員裁判・死刑存廃論を中心に』（2016，中央大学出版部） 64頁以下，等に掲載しているが，全文

の活字化をしたことはなく，そうする意思もなかった。憲法学の門外漢がある事情からやむなくピ

ースポートの世界一周クルーズの船上で行った講演内容を文章にまとめた ものに過ぎないからであ

る。

しかし頃日必要があってゴミの山のような書斎の中でやや古い文献資料の一つを探索していたと

ころ，図らずも憲法学の権威である長谷部恭男教授のお手紙が出てきた。私は憲法9条に関する憲

法学説の中では同氏の見解に最も惹かれていたので，かねて氏に多少の面識があったところから，

厚顔にも素人の憲法談議について専門分野の第一人者のご高評を得たいと思って拙稿のコピーをお

送りしたのだ。このお手紙＊はそれに対するご返事であるが，拙稿の内容について想像外の高い評

価を与えてくださ ヮた。はるかに年長の私に対するご配慮からのリップサービスという面もあった

ろう が，私としては安堵の念と深い喜びにひたったことを想起する。

今このご返事を再読して，憲法9条をめぐる現下の厳しい状況にかんがみ，拙稿の全文を活字化

することにも多少の意味があるのではないかという思念に強く駆られる。そして拙稿の説得力を増

強するためにこのお手紙も併せて掲載したいと愚考し，氏にこれを公表することについてご許可を

お願いし，快諾していただいたという次第である（なんだか「虎の威を借る狐」みたいな気も少々

しないではないが）。

実は私の手元には完全な原稿がなくなっているので，船上講演の主催者とい うべき倉持秀次郎氏

（千葉県松戸市）と林昭雄氏 （茨城県笠間市）に協力をお願いして，林氏が所持されている原稿の

コピーをお送りいただいた。林氏は原稿と共に， 「「9条の会 ・かさま」通信」のパ ックナ ンバーも

多数同封してくださった。同氏はたしか私よりも若干年長のはずだが，今なお同会の代表世話人で

あり，同誌に優れた論考を精力的に寄稿されている。両氏の労を謝するとともに，同誌を読んで会

員諸氏の平和に賭ける熱い志に心を打たれたことを記 しておきたい。

＊ 長谷部教授の返信（2007年7月 l日付）

萩原金美先生

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度は，ご玉稿「パンドラの箱を開けてよいのか？ 自衛隊と憲法9条の改廃問題に関する私

見」をご恵投賜り，まことにありがとうございました。韓国への出張から帰国した昨日から今日に
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かけて，拝読いたしました。

憲法9条と自衛隊に関わる問題は，中・長期的視点に立った冷静な計算に基っーいて判断すべきで

あるとの姿勢，および憲法9条を改廃することに利益は見出しがたいという結論については，まこ

とにそのとおりであると考えます。静かで落ち着いた論理と古今東西にわたる引証事例に基づくご

高論の展開は，説得力があり，感銘を受けました。国民の税負担，徴兵制の問題など，個別の論点

に関するご説明も，その通りであると考えます。また，拙論についてもわざわざご言及をいただき，

感謝の念に堪えません。

昨今の政治状況，とくに喫緊の政治課題を放置して改憲で火遊びをしようという現政権の姿勢に

は，危倶を感じさせるものがありますが，他方で先生のご講演は， とくに「おじさん，おばさん」

の聴衆に好意をもって受け入れられたとのこと，この社会もまだまだ捨てたものではないとの希望

を抱かされます。

以上，感想めいたものを書き連ねさせて，いただきました。乱筆乱文，失礼のほど，お許し下さ

L、。

本論 ノfンドラの箱を開けてよいのか？

一一自衛隊と憲法9条の改廃問題に関する私見

（要旨）

自衛隊はその実質において優に他国の軍隊に

匹敵するが，刑法 36条（正当防衛）， 37条

（緊急避難）の場合以外は武器の使用によって

人に危害を与えることを禁じられており，厳密

な意味での軍隊ではない。いわば 「軍隊もど

き」なのである。したがって憲法9条に違反す

る存在とまではいえない。

上記のように憲法9条は自衛隊を軍隊化しな

いための歯止めとして機能しており，これを改

廃することは日本と日本国民のために重大な不

利益，危険を伴う。常識的バランス論，損得論

の見地からみて 9条はこのまま維持すべきで，

自衛隊の軍隊化は百害あ って一利なしの愚策で

ある。改廃はパンドラの箱を開けるのに等しく，

その結果として本文で詳述するような多くの災

いが出現するだろう。

目次

I はじめに一一結論の提示など

II 「軍隊もどきJとしての自衛隊

敬具

長谷部恭男

llI 常識的バランス論，損得論からみた 9条の

改廃

N 日本の選択一一「ふつうの国」論そして領

土問題

V 結び 軍隊から軍隊もどき」へ向かつて

I はじめに一一結論の提示など

ピースボートの乗客はピース族とボート族に

大別されるといわれていますI)。前者は平和問

題に深い関心を有する人たち，後者は主たる関

心が旅行に向けられている人びとです。私自身

はモ グラ族とでもいうべきで，狭い船室にこも

って残りの人生の手持ち時間で自分なりにでき

る仕事をまとめるべくこの船に乗った者です2）。

しかし，船中で 9条チーム」の方々の平和に対

する熱意あふれる活動に感銘を受け，自分はエ

ゴイスチックに過ぎることを反省させられまし

た。それで， 9条チームのご要望にしたがい皆

様に自衛隊と憲法9条に関する私見をお話しす

ることになりました。ピース族とボート族の相

互理解に資するような話ができればと願ってお

ります。

まず，お断りしておきますが，私は憲法学者

ではないし，まして防衛問題については全くの



神奈川口ージャーナル第9号 79 

素人です3）。これまで自衛隊や憲法9条に関す

る論文を書いたり，公的に発言したりしたこと

は一度もありません。これから申し上げること

はこの船旅の中で私なりに考え抜いたことに過

ぎません。しかし，一応法学者の端くれですし，

またいささかの戦争体験を有する人間なので，

多少は皆様のご参考になるようなことを申しあ

げられるのではないかと考え，この壇上に立つ

ことを決心しました。

私は 15年戦争が始まった 1931年に生まれ，

敗戦時は 14歳，農業学校 I年生（現在の学制

では中学3年）でした。顧みると，当時の状況

は伝えられる北朝鮮の現況と全く同様，いやも

っとひどかったかもしれません。軍国少年の私

は，米軍が進駐してきたら殺されるか奴隷にさ

れると信じ込んでおり，潔く切腹自殺をしょう

かとまで考えました。一ーさすがに実行する勇

気はありませんでしたが4）。そして戦中，敗戦

直後の生活と現在のそれを比べればまさに雲泥

の差，壬様と乞食の違いがあります。つくづく

平和の尊さ，有り難さを実感せざるを得ません。

前置きはこのくらいにして本題に入りましょ

う。途中で退席される方もあるかもしれません

から，まず結論を申しあげます。

第一に，自衛隊はその実質において優に他国

の軍隊に匹敵するが，刑法 36条（正当防衛），

37条（緊急避難）の場合以外は武器使用によ

って人に危害を与えることを禁じられており，

厳密な意味での軍隊ではないということです。

自衛隊はいわば「軍隊もどき」なのです。した

がって，自衛隊は憲法9条に違反するとまでは

いえないと私は考えます。

第二に，憲法9条は自衛隊を軍隊化しないた

めの歯止めとして機能しており，これを改廃す

ることは日本と日本国民のために重大な不利益，

危険を伴うということです。常識的バランス論，

損得論の見地からみて 9条はこのまま維持すべ

きで，自衛隊の軍隊化は百害あって一利なしの

愚策だと考えざるを得ません。

以上の結論について，これからその理由をだ

んだんと申し述べます。

私は護憲論者も改憲論者もそれぞれの理想を

追求していることを疑いません。しかし，理想

を語ることは容易ですが，それに向かつて一歩

でも前進するためには大変な配慮と努力が必要

です。かつて次のような文章を読んだことがあ

ります。「理想を掲げるのは容易い。……しか

し真に現実に屈服せず，空想を弄せずに，より

良き社会を実現しようというのなら，そこに

『冷たい計算』と『狭いほどの賢明さ』が不可

欠である。」5）この言葉はとりわけ平和問題を

論ずるときに銘記すべきでしょう。聖書におい

てもイエスは旅立つ弟子たちに，あなたがたは

狼の中に入ってゆく羊のようなものだから，

「蛇のように賢く，鳩のように素直であれ」と

教えています（マタイ伝 10章 16節）。この蛇

の賢さとは，エデンの園の蛇から連想されるよ

うに，「技いほどの」というニュアンスを伴っ

た賢さでしょう。残念ながら国際社会には群狼

が牙を向く社会という一面があることを否定で

きません。平和の問題を考えるとき私たちはナ

イーヴであってはいけないと思います。あくま

でも理想は高く掲げながら，そこで生き抜くた

めには蛇の賢さ，好智が必要です。私には護憲，

改憲双方の側があまりにもナイーヴなように思

われてなりません。丸腰で国が守れるというの

も能天気すぎるでしょうが，資源、小国（例えば

食料自給率僅か 40%）の日本を軍備拡大路線

で守り切れるというのも幻想ではないでしょう

か。こちなみに，ナイーヴ naiveという言葉は，

日本語では「純真な，素朴な」という肯定的な

意味で捉えられていますが，英語では，「世間

知らずの，だまされ易いJという否定的な意味

で使われるのが通例です。このことは日本人の

ナイーヴさと深く関わっているように思えます。

とくに常識的バランス論，損得論では蛇の賢

さを重視した各論を述べるので，その総論的な

ことに少々言及した次第です。
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注

1) 本稿は私がピースポート第 56回クノレーズ（2007
年） 2月2日－6月5日）の船上で行った講演を整
理して文章化し，これに注記を付したものである。
なるべく講演の実況を再現するように努めた。注
記は読み飛ばしていたただいても差し支えない。
論文を書くときの私の悪い癖が出て，この種の文
章としてはややくど過ぎる注記にな ったよう であ
る。しかし，もっと勉強をしたい若い人などには
役立つかもしれない。なお，後記参照。

2) 私は第49回クノレーズに乗船し，船が「動く書
斎」として活用できることを実感した。このとき
の仕事は，拙編著 『スウェ ーデン法律用語辞典』
(2007，中央大学出版部）の一部を成している。同
書266頁参照。

3) 衆議院憲法調査会長の中山太郎氏は，調査会報
告書の「ま えがき」で， 「憲法論議を憲法学者だけ
のものにしてはならない」と述べているとのこと
である（愛敬浩二『改憲問題』（2006，ちくま新
書） 244頁による）。したがって，私にも発言の資
格はあるということになろうか。なお，同書は全
篇が憲法9条の改正問題を論じたもので，諸説の
紹介・批判にすぐれ，この問題に関する小百科的
利用にも適する。（念のために付言すると私の専門
分野は民事訴訟法．裁判法（司法制度論）および
スウェ ーデン法である。）

4) 1930年生まれの半藤一利氏も「私自身は，アメ
リカ軍が来て占領したら，南の島かどこかで一生
奴隷になるんだと教えられていました。」と述べて
いる（同 『昭和史 戦後篇』 （2006，平凡社） 13 
頁。ちなみに．問書は歴史小説みたいに面白く読
め．憲法改正問題を考える上ですこぶる有益であ
る。必読書といってもよい。

5) 宮崎哲哉 「論壇時評」東京新聞 2005年12月28
日夕刊9面。なお， Eの注（2）の「狭滑な平和は
愚直な戦争よりましである。」という呉智英氏の言
葉も参照。

II 「軍隊もどき」としての自衛隊

自衛隊は軍隊ではなく， 「軍隊 もどき」だ，

したが って，違憲の存在ではないなどという と，

それは政府擁護の論弁だという声が聞こえてき

そうです。しかし私は法律家として真面白 にそ

う考えているのです1)。この問題を理解するた

めには， 「法の解釈」 ということについて基本

的なことをご説明する必要があるでしょう。別

に難しいことを申し上げるわけではないので少

し我慢してお付き合い ください。

法律学，法の解釈は神学，聖書の解釈に似て

います2）。聖書の言葉は，神意、を人間の言葉で

2000年も前に文字化したものです。それをあ

る時代と場所において妥当させるためには解釈

という作業が必然的に要求されます。第一に神

意を人間の言葉で文字化したことに伴う不明確

性を解決しなければなりません。第二に時代の

変化に対応した解釈をしなければなりません。

原理主義というのは聖書の文言をそのままに信

ずる立場ですが，それがシリアスな問題を生ず

ることはコーラ ンに関するイ スラム原理主義の

例を考えれば直ちにお分かりいただけるでしょ

フ。

憲法や法律（簡単のため，以下では単に法，

法律といいます）の言葉は，万人を対象とする

ので自然言語（ふつうの言葉）を用います3）。

したがって，辞書的定義だけでは十分でなく解

釈によって厳密に定義することが必要になりま

す。例えば「出生」 という 言葉は，刑法では母

体から胎児が一部露出したこと（一部露出説），

民法では全部露出したこと（全部露出説）を意

味します。

一部露出説は胎児を保護するためで， 一部露

出した胎児の殺害には殺人罪（刑法 199条）が

適用され，堕胎罪（刑法 212条）にはなりませ

ん。前者は死刑，無期懲役または 5年以上の有

期懲役，後者は l年以下の懲役で，両者の刑罰

には大きな差異があります。

全部露出説は私法上出生が権利・義務の主体

（「権利能力」といいます）となる始期なので，

その時点を明確にする必要からです。

このように法律用語は当初から解釈を必要と

する宿命を担っているのですが，法律が規制

（規整）する対象 ＝法的現実は不断に変化し続

けています。このことを今度は 「死亡」につい

てみてみましょう。臓器移植が可能になる前に

は人の死は心臓の拍動（心拍）の停止，呼吸停

止，瞳孔の散大の三つを基準にして判断されて

きました。しかし臓器移植には脳死状態の人の

臓器が必要とされます。そこで脳死を死と認め

るべきかどうかが大きな問題になります。確か

に脳死状態にな った人は不可逆的に従前からの
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基準による死へと向かうわけですが，果たして

脳死段階で死と判断してよいかどうかば難問で、

す。「臓器の移植に関する法律」は奇妙な法律

で，脳死が死かどうかという問題に対する回答

は避けて，脳死を全脳死と定義した上で，厳重

な要件のもとに臓器移植の場合については脳死

した者の身体も死体に含まれるとしています。

「死亡」に関する法解釈は今後とも未解決のま

まに残されています。

以上は，ふつうの法律の場合ですが，憲法に

ついてはその規定内容がより一般的であること，

改正手続がはるかに慎重 ・厳格であるこ となど

から，法解釈の枠がさらに広範にならざるを得

ません。

さて，これだけの予備知識を踏まえて自衛隊

と憲法9条の問題を考えてみま しょう 4）。 たし

かに事実的側面だけからみれば自衛隊は世界有

数の軍隊です。しかし，自衛隊法 92条の 4.

「イラク特別措置法」 17条 5），「周辺事態法」

11条などはいずれも自衛隊の武器使用につい

て 「刑法 36条〔正当防衛〕 または37条〔緊急

避難〕の場合にあたる場合のほかは人に危害を

与えではならない。」旨定めています。これは

奇妙きわま る法文ではないでしょ うか。 軍隊と

は敵側の人を殺傷する組織でし ょう。私は寡聞

にしてこんな奇妙な軍隊が存在することを知 り

ません。自衛隊は「縛られた巨人」なのです。

縛 っているものは何か。いうまでもなく憲法9

条です。自衛隊は軍隊で違憲の存在だと軽々し

く断じではなりません。それは憲法9条に死亡

宣告をするようなものです。自衛隊が違憲だと

したら，違憲の状態を解消するために 9条を改

廃すべきだという論理にはそれなりの合理性が

あります。 自衛隊を廃止すべきだという反対方

向の論理も成り立ちえますが，死亡してしまっ

た人を生き返らせることができないのと同じで，

廃止論は現実的には空論と響くでしょう。だが，

憲法9条は「どっこい，まだ生きている」ので

す。それは悲観的な見方をすれば脳死に近い状

態かもしれませんが，最後の力を振り絞って自

衛隊という 巨人を しっかり縛り付けているので

す。

ここで自衛権とは何かという問題についても

述べておく べきでし ょう。憲法9条は自衛のた

めの戦争も放棄したのだという見解が少なくあ

りません。すべての戦争は自衛のための戦争と

いう 口実で行われます。正面から 「侵略のため

の戦争」と揚言することなど考え られません。

ですから，こういう見解が生ずる理由も納得で

きます。

しかし自衡を口実とする侵略戦争と真に自衛

のための戦争とは区別しなければなりま せん

一一実際にはその区別は困難で結局は 「歴史の

審判」に委ねざるを得ないにしでも。個人の場

合の正当防衛に相当するのが国の自衛権です。

わが国では正当防衛について刑法 36条と民法

720条が規定していますが，このような条文が

なくても正当防衛は自然権＝自己保存権 （コナ

トゥス conatus）として当然に認められるとい

わなければなりません。それは 「人間に自分を

守る権利がなければ，そもそも人聞社会が成り

立たないJからです6）。個人が外敵に対して本

来的に有する正当防衛の権利の総和が国の自衛

権だと解釈されます。この自衛権は憲法によ っ

ても否定できない性質のものというべきです。

自衛隊は個人の外敵に対する正当防衛の権利の

総和を国民から包括的に受託 ・管理している国

の組織体と考えられます。念のために付言する

と，個人の正当防衛権の総和は 「集合体として

の国民の正当防衛権＝自衛権」とは異なります。

あくまでも個人ベースのものです。したがって，

そこから集団的自衛権までは出てきません。

自衛隊が軍隊ではないことについて別の説明

をしましょう。日本では 20歳で成人になりま

す（国民投票法に関連して 18歳に引き下げる

ことが議論されています）。しか し，未成年で

成人よりも 肉体的または知的にはるかに優れて

いる人は少なくありません。だから といって，

そういう未成年者を成人として扱い，単独で法

律行為ができる能力（「行為能力」といいます）
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や選挙権を認めるというような議論はありませ

ん。事実上の能力と法律上の能力とは別物なの

です。自衛隊についても全く同様に考えるべき

です。

したがって，自衛隊は軍隊ではなく，「軍隊

もどき」 と呼ぶのが適切です。もどきとは 「ま

がいもの，イミテ ーション」 という意味です。

（私が「軍隊もどき」に大きな積極的意義を認

めていることは後でお話しします。）

なお，憲法9条の改正について提案されてい

る様々な文言について一言 します。それぞれ苦

心の力作なので しょうが，制定法の文言は起草

者，立法者の意図を超えて一人歩きすること，

またそういう解釈の必要性があるということに

注意しなければなりません。その意味では 60

年の風雪に耐えて法解釈論的に練磨されてきた

現在の 9条は安心できる法文です（政府の法解

釈に対する賛否は別論として）。諸外国からの

無用の邪推，端摩臆測を喚起しないためにも 9

条の文言は一宇一句たりとも変えないのが無難

です。

ところで，上記の自衛隊法などの法文に関連

して，私は内閣法制局の寄与するところが大き

いのではないかと推測しています。内閣法制局

というのは政府提出の法案の最終的チェックな

どを行う役所です（その長官は新内閣の発足時

に大臣と並んで最後に名前が載ります）。内閣

法制局は政府の一部局には違いありませんが，

法案作成のプロ，政府のための法解釈のプロと

しての強烈な誇り，自負を有しており，最高裁

において容易に違憲判断を受けないような法案

作りに細心の注意を払っている と思われます。

私はかつて雑談の席で，私がその学識を高く評

価するある法学者から，日本で違憲判決が少な

いのは内閣法制局がしっかりしているからだと

いう意見を聞いたことがあります。正直のとこ

ろ，そのときはちょっと甘いんじゃないかなと

思ったのですが，現在では彼の意見はかなり正

しいように考えます7）。

以上， 自衛隊は軍隊もどきで，違憲の存在で

はないという理由をご説明しました。私はこれ

は決して法律家の論弁でないと信じているので

すが，巣たしてご納得を得られたかどうかは皆

様のご判断に委ねるほかありません8）。

i主

1) 私見を擁護するために，憲法論として以下の論
述を援用する。 「九条の文言はたしかに自衛のため
の実力の保持を認めていないかに見えるが」 「自衛
のための実力を保持することなく国民の生命や財
産を実効的に守ることができるかといえば，それ
は非現実的といわざるをえない。」憲法9条は 「答
えを一義的に決める『準則（rule）」ではなく，答
えを一定の方向に導こうとする『原理ー（princi

pie）』にすぎない」のである（長谷部泰男 『憲法
とは何か』（2006，岩波新書）72頁）。この長谷部
説に対する批判としては，愛敬 ・前掲 『改憲問題』
151-153頁を参照。ちなみに，私は9条に関する
憲法学説の中では長谷部教授の見解に最も惹かれ
る。同氏の著作としては，『憲法と平和を問い直
す』（2004，ちく ま新書）， 『これが憲法 だ！ 』
(2006，朝日新書）（杉田敦教授との共著）も一読

に値する。前者ではとくに 142頁以下，後者では
第2章が9条問題を扱っている。後者は対談形式
なので比較的読みやすいだろう。

2) 中世ヨーロッパにおいては聖職者，神学者の多
くが法学者でもあった。例えばスウェーデンにお
ける最初の優れた法理論家で‘あるオラウス・ベト
リは，マノレティ ン・ノレタ ーの役割lをスウェ ーデン

で果たした宗教改革の指導者である。前掲 ・拙編
著「ス ウェー デン法律用語辞典』 257頁参照。 イ
スラム社会では今日なお聖職者すなわちイスラム

法学者である。
3) 憲法と法律の差異を強調するあまり，憲法は時
代を超えて守るべき価値，理想を定めたものだと
いう説を成す人がいる。 両者が異なることは勿論
だが，両者は法規範として基本的同質性を有する。
愈法は最高の法律（憲法 98条は 「最高法規」と表
現する），最も大切な法律なのである。憲法が時代
を超えて守るべき価値，理想を定めたものだとす
れば，それに違反する法律は違憲としてその効力
を否定されることになるから，結局のところ時代
を超えた価値，理想が現在の実定法の世界を支配

するという珍妙な結論になってしまわないか。こ
のような憲法を法律から隔絶した次元にお く護憲
論は，憲法の法律との基本的同質性を軽んずる点
において，憲法前文を文学者に起草させようとし
た一部改憲論者の動きと相通ずるものがあるとい
えよう。「しょせんは憲法も法律」（長谷部 ・前掲

「憲法と平和を問い直す』 173頁）であるこ とを忘
れてはならない。ましていわんや，憲法は「宗教
の代わりにはならない」（同書 179頁）のであるー
護憲派も改憲派もその一部はあたかも宗教の様相
を呈しているのであえてこのことをいう。
ちなみに，以下の論述に対しては，個人の問題

と国家の問題とは論理的に全く違うという見地か
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らの批判が出るかもしれない（いわゆる「戸締ま
り論」に対してはこのような批判が向けられてい

る）。両者の違いを否定するつもりはないが，でき
るかぎり個人の問題に引き寄せて考えたほうが一

般市民には分りやすいと思う 。国民投票に参加す

るすべての有権者に分か りやすい議論が必要なの

である。なお，憲法論における民法規定の引照の

例として，長谷部・前掲 「憲法と は何か』 188頁
をみよ。

4) 以下，文脈に応じて， 9条のほかこれに関連す

る前文を含む意味で用いる。
5) 以下，長い題名の法律は略称を用いる。

6) 的場昭弘「論壇時評 日本という閣の愛し方」

神奈川大学評論 56号（2007)177頁。

吉本隆明氏も， 「自分の家族が目の前で殺された
という事態にな った時に，非戦条項もへちまもあ

るものか……。即座に武器を持ち出して きてやる

し，たとえやられると分かっていてもやるかも知
れないし，それだけのことで．憲法の規定がどう

だとかというのは意味がないですね。」と語ってい

る。「吉本隆明氏イ ンタビュ ー 〈真の人間的開放〉

とはなにか」別冊 Niche〔ニッチ〕 Vol.l (2003, 

批評社） 33頁。
7) 長谷部 ・前掲 『憲法とは何か』lll-112頁にも

同趣旨の指摘がみられる。今里義和 『外務省 「失

敗」の本質』（2002，講談社現代新書）によれば，

イラク特措法案の作成にあた って内閣法制局は憲

法を守る立場を強く意識し，外務省と対立したと

いう（67頁）。なお， 内閣法制局については，西

川紳一「立法の中枢 知られざる官庁 内閣法制

局」（2000，五月書房），その審査の実態について

は田丸大『法案作成と省庁官僚制」（2000，イ言山

社） 19 25頁が有益である。現在の法制局（長官）

の政府への追随振 りしか知らない読者には，かつ

ての法制局が強力な護憲的機能を発揮したとなど
夢物語のように思われるかも知れない。だがそれ

ゆえにこそ，この記述をそのままに残しておきた

いのである。その他にも，拙稿の記述中にはすで

に不適切になっている点が少なくないにせよ，な

お基本的妥当性を有することに注目していただき

たいと切望する次第である。
8) 内田樹氏によれば， 「九条のおかげで，自衛隊は

侵略的な軍隊になるおそれがないし．自衛隊が認

められるなら，九条を維持したほうが賢明だと考

えるのが『おじさん的」思考である。」 （愛敬・前

掲 『改憲問題』159頁の説明による。内田 『「おじ

さん」的思考』（2002，昌文社〕は未見）。その後，

同書の文庫版である角川文庫（2011)で読んだ。

第1章の 「『護憲』派とは違う憲法9条擁護論Jと

いう文章がそれである（同意の他の論考にも憲法

9条に関する若干の言及がある）。このテ ー7 を離

れでも同書は有益な教示と示唆に富む好著である。

もっとも，上二記論考は別として同書は題名通り の

内容のもので， 「おばさん的思考」をも代弁するも

のではない。念のため。

ちなみに氏は，残念ながら裁判員裁判について

全く不勉強なまま無責任極まる批判的言辞を弄し

ており，私はこのことを拙著「検証 ・司法制度改
革E 裁判員裁判・死刑l存廃論を中心に』（2016,

中央大学出版部）においてかなり手厳しく批判し
た（265頁以下）。この事実も ここに記しておこう。

これは私見とほとんど全 く同じである。そうい

えば，私の船上講演に対しで もおじさん，おばさ

んには受ける というコメント があった。（ちなみに
内田氏は，現在論壇で最も華々しく活躍している

一人であるが，私は氏が論壇に初登場の ころから

のファンである）

ill 常識的バランス論，損得論からみた 9条の改

廃

これから申し上げることは， 一市民としての

私の常識的見解にすぎませんが，多少でもご参

考になりうれば幸いです。

マ ックス ・ヴェーパーは政治家にと って重要

な素質のーっ として「バランス感覚」（英語で

は senseof proportion）を挙げましたり。ちな

みに他の二つは「情熱」 と「責任 感」です。私

はわが国の政治家には 「情熱」はあ っても責任

感とパランス感覚の之しい人が多いと思ってい

ますが，ここではとりわけバラ ンス感覚を問題

にしたいのです。そして憲法 9条の改廃は優れ

て高度に政治的な判断を要求する問題ですから，

国民投票に参加するすべての国民にもこのバラ

ンス感覚が求められるといわなければなりませ

ん。ヴェ ーパ ーの言葉を借用すれば， l票を投

ず る とき私たちはみな 「臨時の政治家」なので

す2）。少々えげつない言葉を使うと， 9条の改

廃問題を感情に走らずに損得論の見地から冷静

に計 算 し判断することが大切です。

憲 法 9条はこれまでオリンピックを何十回も

誘致したくらい，いやそれ以上の経済効果を 日

本にもた らしてきました。敗戦後の焦土の中か

ら日本が奇跡的に復興し，今日 の経済大国の地

位を確立するにいたったのは， 日本人の優秀さ

と勤勉さがその大きな原因であることは勿論で

すが，同時に 9条のおかげで戦争をしないです

んだことにあります。朝鮮半島を南北に分断す

る悲劇を生んだ朝鮮戦争は日本経済の復興にと

って干天の慈雨 ともいうべきも のでした。ヴェ

トナム戦争でも日本は参戦しないで経済的に大

きな利益を得ました。それに湾岸戦争やイラク

戦争で も一 人の自衛隊員の生命 も失われており
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ません3）。

私たち日本の庶民がこの船で世界一周の船旅

ができるというのもまさに 9条のおかげだとい

えます。こんなこ とは多くの国々の庶民にと っ

ては夢のような話です。この船の乗組員の国籍

は実に様々です。ご承知のとおりみんな優秀で

勤勉な人たちです。でも，彼（女）らの経済的

条件は程度の差はあるにせよ， 日本人のそれよ

りもはるかに劣悪です。それは彼（女）らの生

まれ育ち，住んでいる国が平和憲法を有する経

済大国日本でないからにすぎません。思えば9

条の恩恵は計 り知れないものがあります。この

事実を否定する日本人はおそらく皆無でしょう。

問題はこれから も果た してそうなのか，これ

までと違って今後はそんなにうまくはゆかない

のではないかということです。そう いう 疑念が，

かなり多くの人びとに広がりつつあるように見

受けられます。この問題について常識的バラ ン

ス論，損得論の見地から考えてみたいと思いま

す。

私は日本の防衛力， 侵略に対する抑止力の三

種の神器というべきものは次の三つだと考えて

います。

① 日米安保条約

② 自衛隊

③ 憲法9条（の改廃の可能性）

順を追っ てご説明します。

①は基地問題で苦しんでおられる地域住民の

方々にはまことに申し訳ないのですが， プラス

とマイナスの両面を考えた とき，日米安保条

約：は白本にとってプラスといわざるを得ない

と思います4）。

それに日米安保条約 3,5条には締約国は各

自の憲法上の規定に従うことが規定されていま

す。ここでも憲法9条は歯止めとしてしっかり

機能しているのです。だからこそ，米国政府は

陰に陽に日本政府に対して憲法改正を迫ってい

るめでしょう。

（米国の対日感情が極度に悪化した場合，米

国の側から 日米安保条約を終了させる意思を通

告 して くる こと も想定の範囲内に入れてお くべ

きです（同条約 10条参照）。そのとき米国は，

日本の安全保障に とって最大最強の脅威となる

可能性があります。これは悪夢のようなシナリ

オですが。）

②についてはとくにご説明の必要はないと思

います。

③については何を意味しているのか分かりに

くいかもしれません。それはこうい うこ とです。

憲法 9条によって 「縛られた巨人である「軍隊

もどき」の自衛隊を有するわが国は，他国が理

不尽な要求をしてくるならば，平和を愛好する

日本国民も その総意として 9条を改廃し，自衛

隊を軍隊にせざるを得ないという重大な選択を

迫られるこ とになる， 本当にそう なってもよい

のか，と聞き直れることです。政府がブラフ

bluff （はっ たり， おどかし）としてそう い う主

張をすることは十分考えられることですし，場

合はよ っては活用すべきでし ょう 。しかし私は

寡聞にして過去の 日本政府がこのプラフを外交

交渉において適切に利用したという事例を知り

ません。ちなみにブラフ という 言葉は広辞苑に

も載っていません。前に申し上げたナイ ーヴに

対する日本的理解と通底する興味ある問題では

ないでしょうか。

「伝家の宝万」は故かないからこそ価値があ

るのです。抜いてしまえばただの 「人斬り包

丁Jかもしれません。このように 9条は重要な

交渉カードの役割を有してお り， これをあっさ

りと捨ててしまうことは防衛力の三種の神器の

一つを失う 自殺行為，利敵行為だ とい うべきで

す。痕療の寅さんのせりふに「それをいっち ゃ

おしめーよ」というのがありますが，これをも

じっていえば9条の改廃は 「それをやっちゃあ

おしめーよ」 なのです。やるとすれば最後の最

後の手段としてであるべきです。 現在の状況が

それを正当化するほど シリアスな ものとは到底

考えられません。

さて， 9条を改廃したらどんな結果が生ずる
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か，ひとつ思考実験めいたことをしてみましょ

う。 以下，順不同に列挙します。

① 徴兵制について

かつて木村篤太郎保安庁（防衛庁の前身）長

官は，自衛隊の人員が志願制でまかなえるのは

22-3万人が限度で，それ以上になると徴兵制

が必要になると言明しました 0954年5月20

日の参議院内閣委員会における答弁）5）。 数年

前の統計によると自衛隊の人員の総計は約 23

万 7000人ですから6), 9条を改廃して軍備拡大

路線が採用されれば当然徴兵制の問題も現実化

するでしょう。ところが政府は憲法 18条およ

び13条の規定にかんがみ徴兵制は違憲 という

態度を明らかにしています （鈴木善幸内閣にお

ける 1980年8月15日の閣議決定）7）。そこで，

憲法 18条の改正なども必要になります。

もし国民投票の結果が9条の改廃には賛成だ

が徴兵制を可能にする憲法改正には反対だとい

うことになっ たら収拾のつかない混乱が生ずる

ことが予想されます8）。軍隊への志願者も自衛

隊当時と異なり，身の危険の切迫を考えて減少

するかもしれません九そうなると，最悪のシ

ナリオとしては外国の傭兵の利用ということも

視野に入れざるを得なくなるでしょう。改廃論

者はこういう恐るべき事態まで想定して議論を

立てているのでしょうか。改廃論者の多くは，

外国の傭兵で祖国を守るなど 口にするのも恥ず

べき政策だと考えるのではありませんか。

日本人は自己犠牲の精神， 愛国心に富むので，

徴兵制も実現できるとしま しょう。この場合に

も問題は少なくありません。ここでは l点だけ

指摘しておきます。

男女平等ですから， 当然女性に対しでも徴兵

制が適用されるはずですが，女性兵士の出産，

育児に対する悪影響の深刻化が懸念されます

（「暴力の世代問伝達」 など）10）。米国ではヴェ

トナム帰還兵の PTSD（外傷後ス トレス障害）

が深刻な問題でした。女性兵士の軍隊での服務，

戦争体験が母親として次世代に与える悪影響に

ついては想像を絶する ものがあるのではないで

しょうか。

② 国民の税負担の増加

数年前の統計によ ると，日本の防衛費の対

DNP （国民総生産）比は 1.5%，国民一人当た

り年間 3万8,000円，四人家族では 15万 2.000

円です。ちなみに北朝鮮では 32.1% です11）。

戦前の日本もものすごく，平時，全予算のおよ

そ半分が軍事部門に投入されていたといわれま

す12）。消費税の 10%までの引き上げがささや

かれていますが，これは9条の改廃を前提とし

ないものです。自衛隊が軍隊化した場合国民の

税負担が増加するであろうことは， ③の事情と

考え合わせるとほぼ自明の理というべきです。

③ 諸外国とくに近隣諸国の不信感，警戒感

の増幅一軍拡競争の激化

9条の改廃は諸外国とくにア ジアの近隣諸国

の不信感，警戒感を増幅し， 軍拡競争の激化を

招くでしょ う13）。 それにひきずられて日本の

軍備もさらに拡張せざるを得ず，果てしないイ

タチごっこの泥沼にはまってゆ く危険がありま

す。先述した日本の戦前の軍事費は全予算の約

半分とい う途方もない数字だったことを絶対に

忘れないでください。

④ 輸出入への悪影響，結果としての経済の

沈滞

資源、小国の日本は年間8億ト ンの資源を輸入

し， l億トンの製品を輸出しているといわれま

す14）。 9条の改廃は諸外国との緊張・ 摩擦を生

み，輸出入に悪影響を及ぼすおそれがありえ ま

す。とくに有事の場合には例えば食料自給率

40%の日本はどうやっ て輸送のシ ーレーンを

確保でき るのでしょ うか。輸送の95.5%まで

は海上輸送だというのに15）。このよ うな輸出

入への悪影響は，②および③ とあいまって， 一

部の軍需産業の好況はあるにせよ， 全体として

の日本経済の沈滞を惹起するでし ょう。

日本は米国の ように資源豊かな固と異なり，

四方八方の諸外国とできる限り友好関係を維持

しなければ生きてゆけない同であることを銘記

しなければなり ません。これは日本の置かれた



86 パンドラの箱を聞けて良いのか？

やむを得ざる地政学的， 経済的条件です。 国家

としての誇りは堅持すべきですが，諸外国 との

無用の摩擦を避け，薄氷を踏む思いで細心の配

慮をもっ て対外関係の処理にあたるべきです。

それが国民を保護する責務を有する政府のあり

方のはずです。

⑤ 他国の軍隊の「弾除け」に使われる危険

ちょっと遠届して 「他国」と表現しましたけ

れど，具体的には米国を念頭においています。

日米安保条約が日本の防衛力にプラスになって

いることは上述しましたが，結局は米国もその

国益に合致する限りにおいて 日本を護っ てくれ

るだけです。日本のほうもその国益に合致する

限りにおいて米国に協力すれば足りるとクーノレ

に割り切るべきです。場合に よっては「面従腹

背」も必要でしょう。せっかく日米安保条約に

は憲法9条の歯止めが利いているのに，それを

自ら廃棄してしまうのは現在の自衛隊が米軍の

「弾除け」に使われる危険を意味し，愚策の最

たるものです16）。

このようにみてくると， 9条の改廃は「パン

ドラの箱」 を開けるようなもので，私たちが現

在享受している豊かな生活を崩壊させてしまう

実に多くの災いを招来する愚挙だといわざるを

得ません。それなのに，どうして日本国民のほ

ぼ半数に達する人々が憲法 9条の改廃に執着す

るのでしょうか。その主な理由と思われる「ふ

つうの国」 論と領土問題について項を改めて考

えてみましょ う。

注

1) マックス ・ヴェーパー，脇圭平訳 『職業として

の政治』(1980，岩波文庫） 77頁。
訳書では 「パランス感覚」を 「判断力」として

いる。 以下本文の記述は森嶋通夫「政治家の条件』

(1991，岩波新書）を参考にした 04.130, 139 
頁等）。「バランス感覚」とい う表現も同書のもの

である。
2) ヴェーパー，脇訳・前掲 「職業としての政治』

19頁。
3) 一種の改憲論者である呉智英氏もいう。「戦後六
十余年間，日本では戦死者が一人も出ていない。

戦争という尾大な浪費がなかったために， 世界有

数の経済大国にもなった。その柱は憲法第九条で

ある。」と（向 「九条を護るための改愈諭」別冊
『正論JExtra.06 (2007) 190頁）。氏はまた「狭

滑な平和は愚直な戦争よりま しである。」という
(191頁）。

なお，戦後日本が朝鮮戦争の 3年間で生き返っ
た様子は，半藤・前掲『昭和史戦後篤』 297-300

頁に活写‘されている。
4) 江畑謙介 『日本の軍事システム』 （2001.講談社
現代新書） 19-21頁参照。

5) 大江志乃夫 『徴兵制』(1981.治波新書） 2頁に
よる。

6) 江畑 ・前掲 『日本の軍事システム』14頁による。

7) 大江 ・前掲 『徴兵制』（岩波新書） 4頁による。
8) この難問を回避するため，国民投票を複数の論

点について一括して行うことが考えられるが，こ
れが邪道であるこ とについては長谷部・前掲「憲

法とは何か」 164頁参照。
9) 林信吾「反戦軍事学』（2006，朝日新書） は，憲

法改正の結果として誕生した 「日本国国防軍」に
関するシュミレーシ ョンにおいて，いわば「強い

られた志願制」の実態を描いている （8-20頁〉。
あるいはこのほうが現実的可能性が高いかもしれ

ない。とりわけ若者にとって 「軍隊って何？」と
題するこの箇所は必読の価値がある。

10) 例えば，宮本信也 「子どもの暴力性（破壊性）
と家族」古橋エツ子編『家族の変容と暴力の国際

比較』（2007，明石書店） 132 133頁参照。
11) 江畑 ・前掲「日本の軍事シ ステム.JI4. 13頁に

よる。
12) 立花隆「私の護憲論」月干！J『現代』2007年7月

号42頁による。
13) この点についてとく に考慮しなければならない

のは，安部首相が岸信介（以下，故人については
敬称を略する）の孫だという事実である。岸は晩
年のインタビューにおいて， 「アジアの中心は日本

であることを浮き彫りにさせるJ，自身における

「戦前」と 「戦後」とは 「おそらく断絶はない」し，
「一貫している」などと述ぺている（原彬久 『岸信

介』 0995，岩波新書） 190頁）祖父を尊敬すると
いう安部氏が祖父と同意見かど うか知らないけれ
ど，このインタビ ュー記事を読んだ近隣諸国の政

府（その中には勿論日本語に堪能な人がいるはず
だ）が，安部内閣における 9条改廃の動き に神経
過敏になるのは当然至極である。なお岸は，「国防

国家」実現のためには「国民生活がある程度不自
由にな ってもやむを得ない」と語っている（同書

82頁）。 ②ないし④に関連する為政者の本音とし
て記憶しておくべきであろう。

14) 高坂節三氏 （経済同友会）の発言（今井一 『憲

法九条 「国民投票」』（2003，集英社新書） 193頁
による。

15) l!.畑・前掲 『日本の軍事システム』21頁による。

16) 精神科医の和国秀樹氏は，日米関係を宗主国 と

植民地の関係になぞらえ「宗主国が植民地に課し
たもうひとつが兵役である。［他の一つは宗主国の
言語の強制 引用者注〕（中略）かりに九条の改正

が他国の国益に一方的に奉仕する ような形になる
ようならば，これまさに植民地化といってよいで

あろう。現状の日米関係を見るとき，私はその危
棋を拭えない。 日本の 『自衛』が第ーという観点
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からは，九条改正は百害あっ て一手ljなしと著者は

考えるり という （同 ［何のための，誰のための改

正であるべきか］前掲・別冊 『正論』96頁）。船

旅中に刊行された同書は 「日本国憲法の“正体”」

というおどろおど ろしい題名であるが，本論考や

注（3）の呉氏のエ ッセイのような示唆に富む文章

も収められている。なお， 林・前掲 『反戦軍事学J
21頁も弾除け説を述べる。結局，実も叢もない言

い方をすれば，「集団的自衛権などというのは，所

詮従属関係の別の表現」（的場・前掲 「日本という

国の愛し方J180頁） ということになろ うか。

IV 日本の選択一一「ふつうの国J論そして領土

問題

(1) 「ふつう の国」論について

憲法9条を有する日本はふつうの国ではない，

9条を改廃してふつ うの国にすべきだとよくい

われます。ふつうの固とは一体どんな固なので

しょ うか。個人をみれば実に人様 で々す。 何を

基準に 「ふつ うの人」を決めるのでしょうか。

国のあり方も同様に様々です。私は現在の 日本

はある意味で それも良い意味でーーすでに

ふつ うの国だ と思っています。 日本は自他共に

認める経済大国です。憲法9条により軍隊がも

てず 「軍隊も どき」の自衛隊しかありませんか

ら， 軍事小国といってよいでしょう 。経済大国

と軍事小国を足して 2で割れば 「中国＝中く ら

いの国」になります。中 くらいの固とい うこと

はすなわちふつうの固ということではありませ

んか。日本が自衛隊を軍隊にしてしま えば経済

大国兼軍事大国になりかねません。これはあま

りにも高望みでおそらく世界中で米国にのみ許

される牲権ではないでしょうか。 諺にも「出る

杭 （釘）は打たれる」 といいます。経済大国兼

軍事小国として謙虚に振る舞ったほ うが日本の

安全と日本人の幸福にとってはるかにベタ ーだ

と私は確信しています。

イザヤ ・ベンダサ ンあ るいは山本七平は，

「各人が静かに白問されればよい。一体日本に

何があるので， 世界は日本に注目し， 日本を大

国と して扱い日本の動向に注意を払い， 日本に

学ぼうとするかを。 言うまでもなくそれは日本

の経済的発展であり，それ以外には何もないの

である一一この言葉を，たとえ日本人がいかに

嫌悪しようと。」l）と指摘しています。

全 くそのとおりだと思います。この船の乗組

員たちとの会話から もこのことを痛感します。

日本の選択は経済大固として生きることで，中

途半端な軍事国家になることではないことを肝

に銘じましょう。

(2）領土問題について

憲法9条が邪魔をして自衛隊の行動が制限さ

れているから，領土問題で砥められるのだ， 9

条を改廃して自衛隊を軍隊にせよという一見勇

ましい議論も有力です。

しかし，よく考えてみてください。 9条を改

廃して自衛隊を軍隊にしたところで，極端なこ

とをいえば核兵器を保有したところで，竹島

（韓国名独島トクト）や尖閣諸島の問題が自動

的に解決するわけではありません2)3）。

領土問題の解決には三つの方式，すなわち当

事国間の協議，国際司法裁判所への提訴または

第三国の仲裁，武力の行使がありますが， 最後

のものは選択肢として事実上採用できません。

竹島は僅か0.23平方キロメート ノレ，尖閣諸島

も5.45平方キロメートノレで，いずれも無人島

です。（ちなみに，北方領土はほぼ千葉県の面

積に相当します。） 周辺に豊かな海洋・地下資

源があるとはいえ，領有権をめぐって戦争する

わけにはゆきません。 領土問題は一国の主権に

関わ りますから，寸土といえど も簡単に譲歩す

べきでないのは当然ですが，気長に根気強く交

渉を重ねるほかありませんの5）。この交渉とい

う面で日本政府は実に未熟，幼稚にすぎると外

交面にど素人の私さえ思わざるを得ません6）。

注

1) イサ。ヤ ・ベンダサ ン，山本七平訳 『にっぽんの

商人』(1975，文芸春秋） 206頁。 山本について評

価が分かれているこ とは承知 しているが，正しい

ことは何人の口から発せられよう と正しいことに

変わりない。引用文に関する限りはまさに至言だ
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と考える。

2) もっとも佐藤優氏は，尖閣諸島は日本が実効支

配しているので日中聞に領土問題は存在 しない と

主張する（同 『地球を斬る』（2C87，角川学芸出

版）46 49頁）。

3) 核兵器を保有 しよ うとするならば，日本は核拡

散防止条約（NPT）から脱退 しなければならない。

これは事実ートー不可能であり ，そこ までの決心をし

ている政治家はおそらく絶無であろう。

4) 司馬遷の『史記』に，旬奴の首頓単子に関する

興味深い話が載っているので紹介しておく。東方

の東湖国の王が一日に千里を走る駿馬を所望して

きたので，側近たちにはかったとこ ろみな反対 し

た。しかし彼は． 一頭の烏を惜しんで隣国との関

係が悪化するのを憂い，要求に応じた。続いて王

妃の一人を所望 して きたが，やは り反対する側近

たちの意見を用いず，要求に応じた。ますます増

長した東湖王は国境地帯の荒地を要求してきた。

今度は側近たちは荒地など無用だからくれてやっ

てもよいだろうと述ぺた。これを聞いた冒頓は激

怒し，「土地は国の根本だからやれぬ」としてこの

側近たちを斬殺し 直ちに東湖国を襲撃して征服

した，という のである。大石智良＝丹羽隼兵訳，

可馬遜 『史記 5 権力の構造』（2006，徳間文庫）

336-341頁。 中国の為政者は勿論この話をよく 承

知しているのであろう 。領土問題の解決は気の速

くなるような長い歴史的ノマースペクティヴにおい

て考えなければなる まい。

5) 現手Eの地球は南極大陸を除いて 1平方メ ート ノレ

にいたるまで主権国家によって領有されている

（領有権に争いのあるものを含む）。しかもインテ

グレ ーション（統合化）とフラグメンタ リゼーシ

ョン （断片化） が同時進行しており， 領土問題は

新たな様相を呈 しつつある。領土問題については

「焦らず， 諦めず」という態度が肝要であろう。 安

全保障問題研究会編著 『変わる日 口関係一一 ロシ

ア人からの 88の質問』0999，文春新書） 99頁参

照。なお， 領土問題を根本的に考える上で， 長谷

部・前掲 『憲法とは許可か』の 「終章 国境はなぜ

あるのか」は，やや難解だが有益である。一読を

お奨めしたい。

6) 半藤 ・前掲 『昭和史 戦後篇』484485頁参照。

V 結び一一軍隊から「軍隊もどき」ヘ向かつて

憲法9条は平和憲法の最先端をゆくものでし

たが，めまぐるしく変化する国際状況の中で後

退に次ぐ後退を余儀なくされながら，それでも

事実上の軍隊を法的に 「軍隊もどき」として拘

束する という機能を果たしています。このこと

は世界の軍隊のあり方の将来像を考えるとき，

極めて示唆的ではないで、しょうか。つまり憲法

9条 とは逆方向の平和憲法の可能性です。それ

はこういうことです。現在の各国の軍隊を自衛

隊のように「軍隊もどき」にする，正当防衛，

緊急避難の場合以外は人に危害を与えではなら

ない存在に変えるということです。こういう方

向に各国の憲法や軍事に関する法律が改正され

てゆけば （これこそ文字通りの「改正」です），

世界は平和への理想に大きな一歩を進めたこと

になります。このように考えると，やむを得ざ

る後退を経験したにせよ憲法9条はやはり世界

平和に素晴らしい寄与をしつつあると評価され

てよいでしょう。

まあ，ぎっと以上のようなことをこの船の中

で考えました。私か自衛隊と憲法9条について

人様の前でお話しするのは， おそらく この船上

講演が最初で最後になるでしょう。ったない話

を終わ りまでご清聴賜り 有り難う ございまし

たI）。

注

1) 講演の際に出た質問のうち二つについて注記と

して言及しておこう。一つは押 しつけ憲法論につ

いてどう 考えるべきか，もう 一つは憲法学者の通

説は9条（とくに l項）の改正は憲法改正の限界

を超えるという ことだが，なぜ憲法学者はそのこ

とを国民に周知させるよう努力しないのか，とい

うものである。後者は私か憲法の基礎知識を説明

する最初の講演で，憲法改正の限界について述べ
たことに関わる。

前者について。

押しづけ憲法論は現在では改憲論者もあ まり 主

張しないようだが，私は主主本的に甘ったれた考え

だと思う。日本はポツダム宣言を受諾 して無条件

降伏をし，現憲法の制定は占領下になされ，日本

が完全に主権を回復したのは平和条約が発効した

昭和 27年 (1952年） 4月28日であ る （同条約 l
条）。現憲法の制定手続は大日本帝国憲法73条の

規定に則ってなされたが，事実として占領軍が日

本に押し付けた憲法という面がある こと は否定で

きないし，それは当然のことである。日本が現憲

法の内容を違法・不当と考えるならば主権回復後

いつでもそれを改正できたはずである。そうしな

かったのは現憲法が日本にとって好ましいものだ

ったからだろう。 物事は成立の経緯よりも現在の

状態のほうが大切である。諺にも 「終わり良けれ

ばすべて良し」という ではないか。親に強い られ

て意に染まぬ相手と結婚 したが，次第に相手の素

晴らしさに気づき，イ中むつまじく添い遂げた夫婦

は少なくない。 他方，熱烈な恋愛結婚をしたのに

短期間で破局を迎える ケースも多い。（「k意討ち」

として映画化，舞台化された滝口康彦原作の「拝

領妻始末」は， 主君から懐胎している側室を妻に
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押し付けられた侍 とその父親が類まれな美質をも

っ妻女を深く愛して，後に継嗣問題の都合から彼

女の召上げを図る主命に抗したあげく， ついに悲

劇的な最後を遂げるとい うストーリーである。）現

憲法が多くの国民に愛されているのであれば，そ

の成立の経過をあげつらっ て難ずる必要はあるま

い。憲法学説は 「主権回復の後，依然そのま ま通

用し続けることによっ て，｛憲法〕制定権者たる国

民の黙示の承認を得， 今や完全に有効な憲法にな

ったとみる ことができる」（手島孝「憲法解釈二十

講』（1980，有斐閣） 26頁），などと説明している。

法哲学者によ る日本国憲法の正当性に関する優れ

た論考として， 長尾龍一「日本憲法思想史」 (1996,
講談社学術文庫） 260頁以 下も参照。なお， 憲法

改正の経緯に関する最近の分かりやすい論考とし

て， 立花・前掲 「私の護憲論」がある。

押 しつけ憲法論に関連して指摘 しておきたいの

は，憲法の制定には実に 300万人もの血が流され

ている事実から目 を背けてはいけないという こと

である。多くの場合憲法の制定には血が流れる。

独立戦争や内戦の結果として憲法が制定される場

合を考えよ。現憲法は手続的に旧憲法73粂に より，

また事実上押 しつけ憲法とみられる面があるにせ

よ，その実質は実に 300万人といわれる 15年戦争

の犠牲者の尊い血で購った憲法なのである。 単純

計算をしていえば 1条ごとに3万人近い人の血で

現憲法の条文は書かれているのだ。 憲法改正の論

議に関わる者はこの厳粛な事実を銘記し， 自らも

血を流す思いで真剣な議論をすべきである。（この

ことは最初の講演で強調した。）

実は憲法9条の発案者は幣原喜重郎元首相であ

るとする資料群を，日米独の市民ら 169人が国連

教育科学文化機関（ユネスコ）の世界記憶遺産に

共同申請 したこ とが報 じら れている（東京新聞

2016年6月12（日 ）28面）。共同申請は同年5月

に行われ， 6月初めまでに受理され， 翌2017年に

は登録の可否が決まる予定で， ある文書において

幣原は，彼が憲法に戦力不支持を織り込むよう 7

7カーサーに提案したことを明らかにし，「当時の

実情と して押 し付けられたとい う形でなかっ たら

実際にできることではなかった」ため，マッ カー

サ｝に命令を出 してもらうよう持ちかけた経緯を

語っている，とのこと。卜記の通りとすれば，押

しつけ憲法論はその根拠が失われてしま うわけで

ある。あるいは多くの日本国民は憲法9条の発案

が白岡の側からなされたことを無意識的に感知し

ており押しつけ憲法論に与しなかっ たのかも知れ
ない。

ところで，柄谷行人 『慾法の無意識』（2016，岩

波新書） は，後期フロイトの「超自我」という概

念を基本的論拠に据えて， 9条の奇跡を原理的に

追及したうえ，日本は9条を文字通り実行すべき

だとい う （中島岳志「論壇時評」東京新聞 2016年

6月28（火） 5面を参考にした超要約）。しかし．

9条が幣原元首相の発案 ・主導による ものだ とす

れば，柄谷氏の議論はその前提を欠き，その点で

既に失当 とい うこ とになろ う （氏も，上記の幣原

発案に言及している）。 巾島氏は，「柄谷の議論は

魅力的であるが故に危 うい。新たな全体主義を少

み出してしまう可能性を内包している。」と評する。

私は頭が固いのかも知れないが，柄谷氏の議論が

後記

魅力的だとは全然思わない （同紙同月 29日（水）

5面の 「大波小波（龍）」氏も柄谷説にすこぶる批

判的）。ここはこれ以上の論議をすべき場ではない

ので， 賛否の精諭pみ明示してお く。
なお，上記の幣原発言の内容については，最近

刊行された鉄筆編『日本国憲法 9条に込められ

た魂」 （2016，鉄筆文庫）の 「付録5 幣原先生か

ら聴取した戦争放棄条項等の生まれた事情につい

てJに全文が収録されている。その著者の平野一

郎氏は内出樹氏の岳父という （同書帯の推薦文）。

インタビューそのものである第 l部のみならず第

2部も含めて実に感動的な素晴らしい文章である。

全日本人必読の書といえ よう。（なおその後．堀尾

輝久東大名誉教授によ って， 憲法調査会の高柳賢

三会長の質問に対してマッカ ーサーが書簡を送っ

た幣原発言の内容を裏付ける内容の凶答書簡が発

見されたことが報じられている。一東京新聞 2016
年8月12日 （金） 朝tlJl, 3面）

後者について。

私は憲法学界の事情に通じていないので， 的確

にお答えすることができない。 一般論をいえば，

法学者を含めて文系の学者にはほぼ三つのタイプ

がある。第ーは研究中心型，第二は市民運動や啓
蒙活動に重点を置く 塑，第三は両者のパランスを

とる型である。 第二の型は社会的知名度は高いか

もしれないが， 学界ではあまり 評価されない。 望
ましいのは第三のバランス型なのだろうが， これ

はよほど能力がある人でないと なかなか難しい。

私などは強いていえば第一の型かと思う が，それ

に値するような研究業績は出していない。ーとい
うようなピ ンボむケの回答をしたのだが，当然なが

ら質問者に納得されたよ うな表情は全然窺えなか

っfこ。

Iの注 (1）に記 したように，本稿は ピース

ボート船上における講演を文章化したも のであ

る。私は一 乗客に過ぎないが，冒頭に述べたよ

うな事情でやむなく 3同にわたる講演をする羽

目に陥った。本 稿は最後の講演を中心にしてま

とめた。私の独断と偏見ともいう べ き話が果た

してどこまで聴衆にご理解いただけるか不安だ

ったが，予想外に好評だ ったよ うで，自衛隊と

憲法9条との関係が分か りすっきりしたとか，

9条改廃説から 9条維持説に転向したと いう人

が結構いたと聞く （私自身に直接そう語 ってく

れた人も ー，二にとどまらない）。私としては

望外の喜びであって，講演内容を広く紹介した

いという方もおられたので正確さを期するため

自分の手で文章化することにした次第である。



90 パンドラの箱を開けて良いのかっ

帰国後に関連する若干の参考文献を読んでみた

けれど，講演内容を変更する必要は認めなかっ

た。（とはいうものの，ここ一週間ほど集中的

に俄か勉強をした結果，このテーマについて自

分がいかに浅学であるかに気付かされ，冷や汗

が出る思いがしたことを告白する。何とかあま

り的外れのことをいわないで済んだ（と思う）

のは倍倖かもしれない。）

(2007・6・17脱稿）
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